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① 基準内賃金の 2.5 ヶ月+5万円加算 

② 支給日 6月 27日（火） 

ＪＲ東労組は妥結せず持ち帰り 
 

 

 会社は何度も最大限と言いましたが、2.5 ヶ月。納得感がありませ

ん。 

 2.5 ヶ月の低額回答は低額の年間臨給に向けた地ならしですか。 

 プラス 5万円は①コロナの奮闘②黒字達成への尽力③物価上昇

④「モードチェンジ」へのチャレンジのためと言いますが、5万円では

納得できません！ 

 

 

 

 

 

 

年間 6 ヶ月の手当復活に向けがんばりましょう！ 

現場の声 


